
横手市地域農産物等活用型総合交流促進施設 ふるさと館 使用許可申請書
横手市長　 　様 年 月 日

申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

上記事項について承知しました。次のとおり使用したいので申請します。 （太枠内をご記入ください）

□ 有
名

月 日 （ ） 時 分　〜 時 分

日 （ ） 時 分　〜 時 分

日 （ ） 時 分　〜 時 分

日 （ ） 時 分　〜 時 分

日 （ ） 時 分　〜 時 分

　 新規作物導入支援室

 調理実習室

※納入方法 □ 納付書 □ ｺｰﾄﾞ決済(　　　　) □ その他(　　　　　)

月 日 公金済 【利用者ID：ymb　　　　　　　　】

□営利 □酒席

□営利 □酒席

□営利 □酒席

□営利 □酒席

担当 受付

窓口・FAX

・ﾒｰﾙ 受付

連
絡
記
録
等

決

裁

課長 係長 ｾﾝﾀｰ長

確

認

欄

□ 台帳

□ 予約ｼｽﾃﾑ

□ 業務日誌

□ 納付書

□ 許可書

使

用

料

□免除　□減額　( A・B・C・D・E・F・G・H・I ）　□一般　□営利　□市外　□酒席

円 円×　　　時間×　　　部屋×　　　％×　　　日＝　　　　　円

円×　　　時間×　　　部屋×　　　％×　　　日＝　　　　　円

円×　　　時間×　　　部屋×　　　％×　　　日＝　　　　　円

円×　　　時間×　　　部屋×　　　％×　　　日＝　　　　　円

使 用 目 的 使用予定人数酒席

 　氏名　　　   　　　　（☎　　　　　ー　　　　ー　　　　　）

　 地域農産物直売交流大ホール

     机・椅子・座布団 　　お茶道具 　      その他（　　　　　　　　　　　）

　 農業農村体験室(１)---和室

 　農業農村体験室(２)---和室

使用責任者
　 申請者に同じ

使 用 日 時

(清掃責任者)

使 用 備 品

使  用  場  所

右
の
使
用
条
件
を

お
読
み
く
だ
さ
い

団 体 名
(↑個人の場合不要）

住 所 〒

１　使用時間は厳守してください。（使用時間は準備から後片付けまでの時間を含む）

２　使用目的等が次の内容に当てはまる場合は、使用許可ができません。

　　○公の秩序又は風紀を乱すおそれがある場合。　○施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合。

　　○管理上支障がある場合。　○その他、市が不適当と認めたとき、使用許可の取消や使用停止をする場合があります。

３　災害などの理由により使用の許可を取り消す場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受付整理番号

氏 名

電 話 番 号

【利用者IDがわかる方はご記入下さい ➡ ymb　  　　　　　】

４   使用後は使用した備品等の片付け、清掃をお願いします。

５   使用の許可が承認（許可書が交付）されると使用しない場合でも使用料の納付が必須となります。但し、使用料免除の場合は不要です。

６   申請者の都合によるキャンセルの場合、使用料の還付はできかねます。

７   使用の権利は、譲渡または転貸できません。


